
�◆令和５年「春開始接種」が始まります�
　５月８日（月）から対象者を限定し、接種が始
まります。対象者を確認してください。
【対象者】

対象者 ～４月２８日 ５月８日
～８月末

１・２回目
接種済で
１２歳以上

６５歳以上の人

◯

◯
基礎疾患あり・
医療従事者など ◯

上記以外の人 ×

５～１１歳
基礎疾患あり ◯
上記以外の人 ×（※）

※�オミクロン株ワクチンを未接種の５歳から１１
歳の人は５月８日から８月末までの期間も接
種可能です。

【接種券】
　６５歳以上の人、基礎疾患を有する人で前回
オミクロン株ワクチンの接種が完了した人には、
準備ができ次第接種券を送付します。
　医療従事者や基礎疾患を有する人で、新たに
接種を希望する人は、接種券の発行申請をして
ください。

６５歳以上の人で、令和４年度中に発送された接
種券が未使用の人（オミクロン株対応ワクチン未
接種の人）には、新しい接種券は送付しません。
手元の未使用の接種券を使用してください。

【接種場所】町内の医療機関での個別接種
※�町内での集団接種（ふれあい交流館）は行いま
せん。

◀基礎疾患の人の
　接種券ＷＥＢ申請はこちら

◀�医療従事者など
　接種券ＷＥＢ申請はこちら

�◆５月８日から「２類」程度から「５類」へ移行します�
　新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位
置づけが季節性インフルエンザと同じ「５類」へ
引き下げられます。変更点は次のとおりです。

（現在） （５月８日以降）
２類程度 ５類

入院勧告 ◯ ×

外出自粛要請 ◯ ×

就業制限 ◯ ×

受診・入院 発熱外来など
に限る

すべての
医療機関（※１）

医療費 全額公費 自己負担あり
（※２）

※１��幅広い医療機関に受診できるように、徐々
に拡大される予定です。受診できる医療機
関は福岡県ホームページ「ふくおか発熱外来
検査サイト」で確認してください。

※２��国が行っている入院・外来の医療費の一定の
公費支援について、期限を区切って継続され
ます。

その他詳細は町ホームページを確認ください。

　◎接種場所、日時、接種券（紛失を含む）などに関する問い合わせ　新宮町コロナワクチン接種専用ダイヤル
　　　☎７１０－８３０６　月曜日～金曜日の午前９時～午後５時（祝日を除く）
　　　メール　vaccine@town.shingu.fukuoka.jp
　◎ワクチンの効果や、副反応についての相談　福岡県新型コロナウイルスワクチン専用ダイヤル
　　　☎０５７０－０７２－９７２（ナビダイヤル）　午前９時～午後５時
　◎ワクチンに関する厚生労働省の電話相談　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
　　　☎０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル）　午前９時～午後９時

予予 予約 予方 予法
　接種券を受け取った人から順次、ＷＥＢまた
は新宮町コロナワクチン接種専用ダイヤルで受
け付けしています（医療機関での予約は行ってい
ません。診療の妨げになることがありますので、
問い合わせはお控えください）。

※�パソコンで閲覧する場合は、町ホームページ
トップの「新型コロナワクチン接種予約」をク
リックしてください。

ＷＥＢ予約はこちらから▶
（２４時間受付）

新型コロナウイルスワクチン情報
～�ワクチン接種で、自分を守る。みんなを守る。～

４月１３日現在の情報です。今後変更の可能性がありますので、最新情報は町ホームページでご確認ください。

11 No. 635


